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令和7年市議会第4回定例会
　令和7年市議会第4回定例会は、下表のとおり開会中
です。 問議会事務局議事係☎042-497-２５６７
※市議会の様子は右記QRコードから後日録画を視聴で
きます。

清瀬市議会
ホームページ

月 日 時間 内容
12 １９㈮ 午前１０時～ 本会議（最終日）

33 月月 2 92 9 日 ㈰ は 清 瀬 市 長 選 挙 の 投 票 日日 ㈰ は 清 瀬 市 長 選 挙 の 投 票 日

　清瀬市長選挙に立候補を予定
している方を対象に説明会を開
催します。立候補予定者または
関係者の方は、必ずご出席くだ
さい。
 日令和8年1月27日㈫午後2時
～ 場 直市役所本庁舎4階研修室
 持筆記用具

※出席者は1候補につき2人ま
でです。
※当日受付票に記載していただ
くため、立候補予定者の氏名（ふ
りがな）・住所・電話番号・本
籍・生年月日・党派・職業・連
絡先となる担当者氏名・電話番
号を予めご確認ください。

   清瀬市長選挙立候補予定者説明会

【職務内容】
期日前投票所での投票が公正に
行われるための立ち会い

【報酬】
日額13,000円（規定の所得税
を源泉徴収します）
 対清瀬市の選挙人名簿に登録
されている満18歳～29歳の方
 場 期清瀬市役所＝令和8年3月
23日㈪～28日㈯いずれかのう
ち 午 前8時15分 ～ 午 後8時15
分、生涯学習センター＝令和8
年3月24日㈫～27日㈮いずれ
かのうち午前9時15分～午後9

時15分。
いずれも随時休憩あり
 申令和8年1月15日までの平日
午前9時～午後5時（12月27日
～令和8年1月4日の年末年始を
除く）に、選挙管理委員会事務
局にある応募用紙（市ホームペ
ージからもダウンロード可。上
記ＱＲコード参照）に必要事項
を記入し、直接選挙管理委員会
事務局へ
※昼食・夕食は各自でご用意く
ださい。
※交通費の支給はありません。

期日前投票立会人
投票立会人になってみませんか？

詳しくは
こちら

 問選挙管理委員会事務局☎042-497-2561

※詳しくは令和8年3月1日の市報でお知らせします。

　

　市内の特別養護老人ホームな
どで、長年にわたり介護職員と
して従事された方の功績をたた
え、11月21日に介護職員等永
年勤続表彰式典を開催し、表彰
状を授与しました。
 問介護保険課介護サービス係
☎042-497-2080

介護職員等永年勤続表彰式典を開催

表彰を受けた皆さんと
澁谷市長、今村副市長

スナック菓子
きよせ棒

（コーンポタージュ味）
（きんぴらごぼう味）

キヨセゴーゴーカレー

きよはちサイダー

340ml
35０円（税込み）

550円（税込み）1袋10本入り
４１０円（税込み）

東京・清瀬 やさいあられ

１袋14個入り
４98円（税込み）

　清瀬のまちをイメージしたオリジナルデ
ザインの箱で、気軽に"清瀬の恵み"を届け
てみませんか。
　清瀬の魅力がたくさん詰まった地域産品
をお好みに合わせて自由に詰め合わせて、
お歳暮や贈り物として発送する際に、ぜひ
ご利用ください！

【販売場所】市役所本庁舎1階 A-STAND、郷土博物館、JA東京みら
い みらい清瀬新鮮館、サカガミ清瀬店、いなげや秋津駅前店、市
内セブンイレブン（清瀬中清戸5丁目店・清瀬松山1丁目店・清瀬野
塩1丁目店・清瀬野塩4丁目店・清瀬元町1丁目店・清瀬梅園2丁目
店・清瀬下宿1丁目店）
※店舗によりお取り扱い商品が異なります。

 問清瀬市観光協会☎光協会☎042042--497497--18421842 販売場所など
詳しくはこちらからトモニー清瀬駅店

他5駅店舗で取り扱い開始！

ギフトボックス「きよせ箱」発売中‼ギフトボックス「きよせ箱」発売中‼

お手土産や贈り物に！清瀬の恵みから生まれたお手土産や贈り物に！清瀬の恵みから生まれた
清瀬市観光協会プロデュース 地域産品清瀬市観光協会プロデュース 地域産品

1箱
250円（税込み）

きよせ箱（箱のみの販売です）

ク リ ス マ ス マ ル シ ェク リ ス マ ス マ ル シ ェ
　清瀬の障害福祉施設やその関
係者などが集まり手作りの食品
や手芸品、清瀬の野菜の販売会
を開催します。
 日12月20日㈯午前10時～正
午 場 直 問松山地域市民センタ
ー☎042-491-5153

【共催】
清瀬市福祉事業者・街活性室㈱

　

　住宅用火災警報器にホコリなどの汚れが付くと火災
を感知しにくくなります。大掃除の際には、住宅用火
災警報器を乾いた布でふき、汚れを取りましょう。点
検は本体のボタンを押すか、付属のひもを引いて行い
ます。正常な場合は、正常であることを知らせる音声
や警報音が鳴ります。一般的に点検時の警報音などは
自動で止まります。
　また、設置後１０年を経過した住宅用火災警
報器は電子部品の劣化や電池切れなどにより
火災を感知しなくなる恐れがありますので、
本体の交換をしましょう。
 問清瀬消防署☎042-491-0119

大掃除の機会に室内の安全対策を実施しましょう

動画は
こちら
から

①車道の左側通行が原則！
　ただし13歳未
満の子どもや７０
歳以上の高齢者、
身体の不自由な
方は例外として
歩道を通行することができます。
②交差点では信号と一時停止を
　守って、安全確認！
　一時停止標識がある場所では、
必ず止まって安全確認をしまし
ょう。
③夜間はライトを点灯！
　夜間は必ず前照灯をつけまし
ょう。
④飲酒運転は禁止！
　酒気を帯びて自転車を運転し

てはいけません。
⑤ヘルメットを着用！
　自転車の運転者は、ヘルメッ
トを被るよう努めなければなり
ません。
◆道路で遊ばないでください
　道路で遊ぶことは非常に危険
です。通行の妨げや近隣への迷惑
にもなります。子どもは車両運転
者の死角になりやすく、飛び出し
などにより、思わぬ事故に遭う危
険があります。ボール、ローラー
スケート、キックボードなどの遊
具を道路で使用することは危険
ですのでやめましょう。
  問道路交通課道路交通係
☎042-497-2096

自転車安全利用の５つのルール


